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課題・改善点 達成目標 期間 開始時期 達成時期 改善スケジュール（人・予算・情報」・手順等） 担当

1 更新時には、多職種で検討会議を開催し見直し評価を行う。 状況に応じて支援計画のを見直す柔軟な体制を作る 1年 R5.4 .1 R6.3.31
ケアマネ看護師や栄養士、居室担当などが参加し身
体状況の変化や今後の対応について話し合う。

ケアマネ看護師や栄養士、
居室担当

2 利用者と地域との交流への取り組み
コロナ禍での現状対策、入居者のQOLの向上外出支
援、生きがい対策ができる

1年 R5.4 .1 R6.3.31
小グループでの買い物、散歩や地域とのふれあいの
場を設ける。

ユニットリーダー・施設ケア
マネ・統括リーダー

3 ２４ｈシートの共有 それぞれの入居者に応じた個別ケアの充実が図れる 1年 R5.4 .1 R6.3.31
身体状況などにより介助時間や方法食事の形態など
がかわった時は、こまめに24hシートも確認し変更す
ことで誰もが解除方法がわかるようにする。

ユニットリーダー・施設ケア
マネ・統括リーダー

4
福祉サービスの開始や終了時、変更等に関しての支援、相
談体制

入居者、家族の満足度の向上 1年 R5.4 .1 R6.3.31 マニュアルの作成 施設ケアマネ

5 施設ケアマネの手順書が不十分 施設ケアマネの円滑な申し送りや引継ぎができる 1年 R5.4 .1 R6.3.31 マニュアルの作成 施設ケアマネ

6 介護記録の書き方の統一性 サービス実施状況の記録が適切に行われる。 1年 R5.4 .1 R6.3.31
記録の書き方に差異が生じないよう統一したマニュア
ルの作成

ユニットリーダー・施設ケア
マネ・統括リーダー

7 褥瘡予防に関する取り組みの明文化 褥瘡予防の適切なケアが行える 1年 R5.4 .1 R6.3.31 褥瘡予防マニュアルの作成
ユニットリーダー・施設ケア

マネ・統括リーダー

8 相談や意見に対する組織的な対応が不十分 受け付けた相談に対して迅速な対応ができる 1年 R5.4 .1 R6.3.31 苦情相談対応マニュアルの作成 施設長・統括リーダー

9 理念、基本方針が職員、利用者や家族すべての人への周知
実施する当施設の福祉サービスに対する安心感や信
頼を高める

1年 R5.4 .1 R6.3.31
・刊行紙の発行「鶴寿園だより」
・Hp（QRコードを作り）

施設長・統括リーダー

10
第三者評価結果に基づき組織として取り組む課題は明確だ
が職員間での周知と意識改革が不十分

情報共有の場を持ち全職員に周知と認識を促す 1年 R5.4 .1 R6.3.31
情報共有の場を持ち全職員に周知を促す（職員会
議、リーダー会議等）

ユニットリーダー・施設長・
統括リーダー

11
評価の手順
（キャリアパスの必要性を周知）

全職員を対象とした説明会を開催し周知を図り職員そ
れぞれのモチベーションを高める

1年 R5.4 .1 R6.3.31
・全職員を対象とした説明会を漏れなく行う
・個別面談を行う

施設長・統括リーダー

1 事業計画の策定や評価、見直しの手順が不明確 全職員に周知し認識を高める 1年 R5.4 .1 R6.3.31 マニュアルの作成 施設長・統括リーダー
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コロナ禍における面会対応では、利用者、家族様の状況や希望（日時等）に合わせた対応が出来ていること

利用者が安全で安心して生活が送れるよう業務の負担を軽減できる介護ロボットを導入し職場環境を整えている。

清潔に保てている。バスタオルや清拭タオルもリースを活用し職員の業務軽減にもつながっている。

介護助手事業を導入し介護職がより専門的な業務に専念できる。

日常でも意見や要望があれば面談を通じ解決策を講じる。

ワークライフバランスの取り組みとして子育て世代の仕事と育児の両立を支援していく観点から、事業所内保育所を設置している。



2 プライバシーの保護に関するマニュアルが不十分
利用者や家族にプライバシー保護に関する取り組みを
周知する

1年 R5.4 .1 R6.3.31 プライバシー保護に関するマニュアルの作成 施設長・統括リーダー

3 新任研修や施設内研修における職員育成体制の構築 職員全員に研修の機会を確保する 1年 R5.4 .1 R6.3.31 実施マニュアルを作成し計画的に行う 施設長・統括リーダー

4 提供する福祉サービスの標準的な実施方法の整備 文書化された実施方法で職員の共通認識が図れる 1年 R5.4 .1 R6.3.31 業務マニュアルの作成
ユニットリーダー・施設長・
統括リーダー

5 人事管理、育成、評価の手順、研修に関する手順 実習生受け入れ体制が整う 1年 R5.4 .1 R6.3.31 実習生育成プログラムの作成 施設長・統括リーダー

6
権利侵害が発生した場合に再発防止策を検討して実施する
仕組み

職員の利用者への権利擁護意識の醸成 1年 R5.4 .1 R6.3.31 対応マニュアルの整備 施設長・統括リーダー

7
評価の見直し（福祉サービスの質の向上に向けた提案に対
して各員会が経過を見たり評価をしていく仕組みづくり）

福祉サービスの質の向上 1年 R5.4 .1 R6.3.31
PDCAサイクルを回す4四半期ごとに検証、各種専門
委員会で検証を随時行う

各種委員会のメンバー

8
利用者の苦情、悩み、職員に言いづらいことがないか、聞き
取る仕組みづくり

透明性のある施設運営ができる 2年 R5.4 .1 R7.3.31
第三者による相談業務の導入
（介護相談員の創設） 施設長・統括リーダー

9

義歯の不具合や訴えのあった場合は、歯科受診を受けてい
るが少しずつ順番にすべての入居者が定期的に口腔チェック
などを受けられる取組体制の整備(訴えのない方は受けられ
ていないのが現状)

すべての利用者の口腔ケアチェックが行える。就寝介
助時の口腔ケアの充実を図る

1年 R5.4 .1 R6.3.31
毎回少人数でスケジュールを組む
定期的に口腔チェックを受けられるようにする。
仕組みづくり、時間の工夫。

ユニットリーダー・施設ケア
マネ・統括リーダー

10 施設としての将来像の明文化 施設としてのビジョンの明確化 1年 R5.4 .1 R6.3.31
中長期計画の策定（策定委員会を設置、組織全体で
検討）

各種委員会のメンバー

11 感染病及び自然災害に備えての体制づくり 入居者及び地域の安全が確保できる 1年 R5.4 .1 R6.3 .31 事業継続計画(BCP)の策定、地域との支援体制 施設長・統括リーダー

1 個々に応じた予防策 利用者の褥瘡予防の充実を図る 1年 R5.4 .1 R6.3.31
体位変換に入居者個々に合わせた、必要なクッショ
ンの購入

施設長・統括リーダー

2
利用者の安全面の確保と突発的な事故等への検証体制の
構築

入居者の安全、安心な生活が確保できる 2年 R5.4 .1 R6.3.31 防犯カメラの整備 施設長・統括リーダー

3 喀痰吸引や経管栄養を確立するための体制 対象者の受け入れが出来る 5年 R5.4 .1 R10.3 .31 喀痰吸引等育成計画の策定
ユニットリーダー・施設ケア

マネ・統括リーダー
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